
竜 王 町 町 制 施 行 ７ ０ 周 年 の 冠 称 の 使 用 に 関 す る 取 扱 要 領  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 竜 王 町 町 制 施 行 ７ ０ 周 年 を 記 念 し 、 町 民 自 ら

が 実 施 す る 事 業 （ 以 下 「 記 念 自 主 事 業 」 と い う 。 ） に 、 竜 王 町 町

制 施 行 ７ ０ 周 年 の 冠 称 を 使 用 す る 場 合 の 必 要 な 事 項 を 定 め る も の

と す る 。  

（ 冠 称 ）  

第 ２ 条  記 念 事 業 で 使 用 す る 冠 称 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る  

。  

( 1 )  竜 王 町 町 制 施 行 ７ ０ 周 年  

( 2 )  竜 王 町 町 制 施 行 ７ ０ 周 年 記 念  

( 3 )  竜 王 町 町 制 施 行 ７ ０ 周 年 記 念 事 業  

（ 対 象 事 業 ）  

第 ３ 条  記 念 自 主 事 業 の 対 象 と な る 事 業 は 、 町 制 施 行 ７ ０ 周 年 を 記

念 し 、 祝 賀 の 機 運 を 高 め る こ と を 目 的 に 実 施 す る 事 業 で 、 次 の 各

号 の い ず れ に も 該 当 す る 事 業 と す る 。  

( 1 )  令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に 実 施 す る 事 業  

( 2 )  町 内 に 活 動 拠 点 を 有 す る 個 人 、 団 体 ま た は 事 業 者 が 実 施 す る

事 業  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 業

は 、 記 念 自 主 事 業 の 対 象 と し な い も の と す る 。  

( 1 )  町 の 信 用 ま た は 品 位 を 傷 つ け 、 ま た は 傷 つ け る お そ れ が あ る

場 合  

( 2 )  法 令 ま た は 公 序 良 俗 に 反 し 、 ま た は 反 す る お そ れ が あ る 場 合  

( 3 )  特 定 の 政 治 活 動 、 思 想 活 動 ま た は 宗 教 活 動 を 助 長 し 、 ま た は

助 長 す る お そ れ が あ る 場 合   

( 4 )  特 定 の 個 人 ま た は 団 体 の 営 利 ま た は 宣 伝 の み を 目 的 と す る 場  

合  

( 5 )  暴 力 団 ま た は 暴 力 団 員 も し く は こ れ ら と 密 接 な 関 係 を 有 す る

者 が 関 し て い る 場 合  

( 6 )  前 各 号 に 掲 げ る も の の 他 、 町 長 が 適 当 で な い と 認 め る 場 合  

（ 届 出 ）  

第 ４ 条  前 条 に 規 定 す る 対 象 事 業 を 実 施 す る 者 （ 以 下 「 届 出 者 」 と

い う 。 ） は 、 あ ら か じ め 竜 王 町 町 制 施 行 ７ ０ 周 年 記 念 自 主 事 業 届

出 書 （ 別 記 様 式 第 １ 号 ） を 町 長 へ 届 け 出 る も の と す る 。 た だ し 、

次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

( 1 )  町 が 関 係 す る 公 共 的 な 事 業 で 使 用 す る 場 合  

( 2 )  町 が 設 置 す る 公 の 施 設 の 管 理 を 行 う 指 定 管 理 者 が 使 用 す る 場

合  



( 3 )  学 校 そ の 他 教 育 機 関 が 教 育 等 の 目 的 で 使 用 す る 場 合  

( 4 )  報 道 機 関 が 報 道 お よ び 広 報 の 目 的 で 使 用 す る 場 合  

( 5 )  そ の 他 、 町 長 が 適 当 と 認 め る 場 合  

（ 支 援 等 ）  

第 ５ 条  町 は 届 出 者 に 対 し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 支 援 を 行 う も の と す

る 。  

( 1 )  町 ホ ー ム ペ ー ジ 等 に よ る 記 念 自 主 事 業 に 係 る 広 報  

( 2 )  第 ２ 条 に 掲 げ る 冠 称 お よ び 竜 王 町 町 制 施 行 ７ ０ 周 年 記 念 ロ ゴ

マ ー ク の 使 用  

( 3 )  の ぼ り 旗 等 の 啓 発 物 品 の 貸 出 ま た は 提 供  

（ 変 更 ）  

第 ６ 条  届 出 者 は 、 第 ４ 条 の 規 定 に よ る 届 出 事 項 に 変 更 が あ っ た と

き は 、 速 や か に 竜 王 町 町 制 施 行 ７ ０ 周 年 記 念 自 主 事 業 変 更 届 出 書

（ 別 記 様 式 第 ２ 号 ） を 町 長 へ 届 け る も の と す る 。  

（ 事 故 、 苦 情 等 の 処 理 ）  

第 ７ 条  届 出 者 は 、 記 念 自 主 事 業 の 実 施 に 伴 う 事 故 、 苦 情 等 が 発 生

し た と き は 、 届 出 者 の 責 任 の も と に 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な

ら な い 。  

２  町 長 は 、 前 項 の 事 故 、 苦 情 等 に 関 し 、 一 切 の 責 任 を 負 わ な い も

の と す る 。  

（ 報 告 ）  

第 ８ 条  届 出 者 は 、 町 長 が 記 念 自 主 事 業 の 状 況 ま た は 結 果 の 報 告 を

求 め た と き は 、 速 や か に そ の 報 告 を し な け れ ば な ら な い 。  

（ そ の 他 ）  

第 ９ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 町 長 が 別 に 定

め る 。  

   付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

こ の 要 領 は 、 令 和 ７ 年 ２ 月 ３ 日 か ら 運 用 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 記 様 式 第 １ 号 （ 第 ４ 条 関 係 ）  



 

 

竜 王 町 町 制 施 行 ７ ０ 周 年 記 念 自 主 事 業 届 出 書  

 

年   月   日  

竜 王 町 長  

 

届 出 者  

住 所 （ 所 在 地 ）  

氏 名 （ 団 体 名 お よ び 代 表 者 ）  

電 話 番 号  

 

 

 竜 王 町 町 制 施 行 ７ ０ 周 年 記 念 自 主 事 業 の 実 施 に 当 た り 、 次 の と お

り 届 け 出 ま す 。  

事 業 名   

事 業 内 容  

 

実 施 時 期  年   月   日  ～    年   月   日  

実 施 場 所   

対 象 者   

参 加 人 員 （ 見 込 ）   

希 望 す る 

支 援 内 容 等  

 □  冠 称 ・ ロ ゴ マ ー ク の 使 用  

 □  の ぼ り 旗 等 の 啓 発 物 品 の 貸 与 ・ 提 供  

 □  

 

 

町 ホ ー ム ペ ー ジ 等 へ の 掲 載  

問 い 合 わ せ 先   

連 絡 先   

 【 留 意 事 項 】  

・ チ ラ シ ・ パ ン フ レ ッ ト 等 が あ る 場 合 は 添 付 を お 願 い し ま す 。   

・ の ぼ り 旗 等 の 啓 発 物 品 に つ い て は 、 他 の 記 念 自 主 事 業 が 重 複 す る

場 合 は 調 整 さ せ て い た だ く 場 合 が あ り ま す 。 受 け 渡 し は 竜 王 町 未

来 創 造 課 に て 行 い ま す 。  

 

 

別 記 様 式 第 ２ 号 （ 第 ６ 条 関 係 ）  



 

 

竜 王 町 町 制 施 行 ７ ０ 周 年 記 念 自 主 事 業 変 更 届 出 書  

 

年   月   日  

竜 王 町 長  

 

届 出 者  

住 所 （ 所 在 地 ）  

氏 名 （ 団 体 名 お よ び 代 表 者 ）  

電 話 番 号  

 

 

年  月  日 に 届 出 を 行 っ た 事 業 内 容 に 変 更 が 生 じ ま し た の

で 、 次 の と お り 届 け 出 ま す 。  

変 更 事 項   

変 更 理 由   

 

 


